
 

 

令和７年第２回海陽町議会定例会会議録（令和７年６月１３日） 

 

○東議長 

皆さんおはようございます。 

まず初めに、本日、北村長寿福祉人権課長が欠席のため、佐野主幹が代理出席しておりま

すので、ご了解のほどよろしくお願いいたします。 

ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。（午前９時２８分） 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

○東議長 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、２番 木内議

員、４番 佐川議員を指名します。 

 

○東議長 

お諮りします。日程第２、議案第３６号、専決処分の承認を求めることについてから、日

程第２１、議案第５０号、海陽町特別職で常勤の者の給与等に関する条例の一部を改正する

条例までの議案審議について、本会議を休憩し、全員協議会を開き、議案の審議を行いたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

異議がないようですので、本会議を休憩し、全員協議会を開き、議案の審議を行います。 

 本会議を休憩します。（午前９時２９分） 

 

○東議長 

休憩前に引き続き、本会議を再開します。（午後２時０６分） 

 日程第２、議案第３５号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



 

 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませ

んか。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第３、議案第３６号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 



 

 

○東議長 

 日程第４、議案第３７号、海陽町議会の個人情報の保護に関する条例及び海陽町行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第５、議案第３８号、海陽町職員の育児休業等に関する条例及び海陽町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 



 

 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第６、議案第３９号、徳島県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第７、議案第４０号、令和７年度可搬型蓄電システム購入契約についてを議題としま

す。 



 

 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第８、議案第４１号、令和７年度折りたたみ式給水タンク購入契約についてを議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません



 

 

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第９、議案第４２号、令和７年度海水淡水化装置購入契約についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第１０、議案第４３号、令和７年度校務用パソコン購入契約についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 



 

 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第１１、議案第４４号、令和７年度海陽町一般会計補正予算（第１号）を議題としま

す。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 



 

 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第１２、議案第４５号、令和７年度海陽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

  日程第１３、議案第４６号、令和７年度海陽町介護保険特別会計補正予算（第１号）を議

題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 



 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第１４、議案第４７号、令和７年度海陽町水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 



 

 

 日程第１５、議案第４８号、令和７年度海陽町下水道事業会計補正予算（第１号）を議題

とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

○東議長 

 日程第１６、議案第４９号、令和７年度海陽町海南病院事業会計補正予算（第１号）を議

題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 



 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第１７、報告第１号、専決処分の報告についてを議題とします。 

 報告でありますので、討論・採決はいたしませんが、質疑はございますか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 これで報告第１号を終わります。 

 

○東議長 

 日程第１８、報告第２号、繰越明許費に係る繰越計算書の報告についてを議題とします。 

 報告でありますので、討論・採決はいたしませんが、質疑はございますか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 これで報告２号を終わります。 

 

○東議長 

 日程第１９、報告第３号、建設改良費繰越に係る繰越計算書の報告についてを議題としま

す。 

 報告でありますので、討論・採決はいたしませんが、質疑はございますか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 



 

 

 これで報告３号を終わります。 

 

○東議長 

 日程第２０、報告第４号、専決処分の報告についてを議題とします。 

 報告でありますので、討論・採決はいたしませんが、質疑はございますか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 これで報告第４号を終わります。 

 

○東議長 

 日程第２１、議案第５０号、海陽町特別職で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

 

 （「なし」との声あり） 

 

○東議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○東議長 

 日程第２２、議員派遣の件を議題とします。 



 

 

 お諮りします。本件はお手元に配布のとおり、派遣することにしたいと思います。 

なお、派遣の内容を諸般の事情により変更する場合には、議長一任としたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、議員派遣については、お手元に配布のとおり派遣すること

に決定しました。 

 

○東議長 

 日程第２３、常任委員会及び議会運営委員会並びに特別委員会閉会中継続調査についてを

議題とします。 

 お諮りします。本件はお手元に配布した各委員会の閉会中継続調査申出書のとおり、閉会

中の継続調査に付することにご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 お諮りいたします。本定例会に付議された事件は全て終了しました。 

 会議規則第７条の規定によって、本日で閉会いたしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○東議長 

 異議なしと認めます。 

 よって、令和７年第２回海陽町議会定例会を閉会いたします。（午後２時２１分） 

 慎重審議ありがとうございました。 
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